
第１回
柏市いじめ問題対策連絡協議会

資料１



1

柏市のいじめの状況と未然防止・
早期対応の取組について

柏市教育委員会 児童生徒課

令和７年度第１回いじめ問題対策連絡協議会

令和７年５月２２日（木）
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１ いじめの定義・認知

３ いじめの未然防止・
早期対応の取組について

２ 令和６年度柏市いじめ状況調査

報告事項
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１ いじめの定義・認知

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に
在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行
う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ
れるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身
の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を
問わない。
※いじめ防止対策推進法（第２条第１項）

いじめは「いつでも，どこでも，どの児童生徒」
にも起き得るという意識
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ア．いじめに係る行為の解消

被害者に対する心理的又は物理的な影響（インターネットを通じて
行われるものを含む）が止んでいる状態が

３か月継続していること。

イ．被害児童生徒が心身の苦痛を受けていないこと
いじめが解消しているかどうかを判断する時点において，被害児童

生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められ
ること。

【いじめの解消について】

柏市いじめ防止基本方針より

加害者への指導や謝罪をもって
安易に解消と判断しない
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調査対象：柏市内小学校 ４２校：２２，１２５人

柏市内中学校 ２１校：１０，２９４人

（生徒数:令和６年５月１日現在）

調査時期：令和６年４月上旬～令和７年３月中旬

調査内容：いじめの認知

学校生活以外で困っていること

令和５年度いじめ未解消追跡調査

２ 令和６年度柏市いじめ状況調査
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アンケートの一例
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全国のいじめ認知件数及び解消状況の推移（令和５年度）

令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要（文部科学省）より
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いじめ認知件数の推移（過去10年間）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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いじめの態様（小学校）
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いじめの態様（中学校）
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いじめの態様（高校）
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いじめの態様（令和５年度との比較） 令和６年度末現在
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令和５年度いじめ未解消事案追跡調査

令和５年度末に未解消となったいじめ事案について令和６年度に追跡調査を実施

令和６年度末未解消事案も

同様に追跡調査を実施

解消の確認のポイント
・心理的または物理的な影響が

止んでいる状態が３カ月継続しているか

・心身の苦痛を感じていないか

児童生徒数 R5年度いじめ認知件数 解消 未解消 解消率

小学校 21,948 3,475 2,700 775 77.7%

中学校 10,538 492 398 94 80.9%

高等学校 890 22 19 5 86.4%

⇓

児童生徒数 R5年度いじめ認知件数 解消 未解消 解消率

小学校 21,948 3,475 3,439 36 99.0%

中学校 10,538 492 473 19 96.1%

高等学校 890 22 22 0 100.0%

⇓

児童生徒数 R5年度いじめ認知件数 解消 未解消 解消率

小学校 21,948 3,475 3,471 4 99.9%

中学校 10,538 492 482 10 98.0%

高等学校 890 22 22 0 100.0%

R5年度末いじめ未解消状況（R6　３/31現在）

R5年度末いじめ未解消追跡調査（R6　８/３１現在）

R5年度末いじめ未解消追跡調査（R6 １２/２3現在）
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啓発
・情報モラル教育啓発講演
・SOSの出し方教室（脱いじめ傍観者教育）
・中学生によるいじめ防止サミット
・「STOP！いじめ」リーフレット
・ホウレンソウカード
・いじめ防止・人権教育『チェンジャーズ』

人的配置
・柏市教育委員会スクールロイヤー
・スクールカウンセラー
・スクールソーシャルワーカー
・学級経営アドバイザー・スクールサポーター
・個別支援教員（生徒指導・不登校支援）

協議会・研修

・いじめ問題対策連絡協議会

・生徒指導主任連絡協議会

・人権教育担当者研修

３ いじめの未然防止・早期対応の取組（概要）

いじめ未然防止
啓発

・いじめ調査（年間３回）
・匿名報告・相談プラットフォーム『STANDBY』
・心の健康観察『シャボテンログ』
・チームでの指導体制の充実

いじめ早期発見・早期対応

いじめへの対応

柏市いじめ防止基本方針

令和５年度 改定
柏市HP掲載
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詳細について
(1)柏市教育委員会スクールロイヤー
(2)いじめ防止授業の実施

①いじめ防止②情報モラル③SOSの出し方教育

(3)報告・相談プラットフォーム『STANDBY』
(4)中学生によるいじめ防止サミット
(5)チームでの指導体制の充実
(6)「ストップ！いじめ」リーフレット

「ホウレンソウカード」の配付
(7)学級経営アドバイザー・スクールサポーター

個別支援教員（生徒指導・不登校支援）
スクールカウンセラー

(8)協議会・研修
(9)いじめ重大事態への対応
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(1)柏市教育委員会スクールロイヤー

『子どもの最善の利益のために』
〇子どもの立場に立って，学校等に法的な助言や指導を行うもの。
〇学校や教育委員会における法的マインドを指導し，組織全体の意識

改革を目指す。
〇学校側の代理人として活動するものではなく，子ども，保護者，学校

等の状況を公正公平に捉えた，第三者的な立場から判断をするもの。
学校の立場に偏るものではないため，仮に学校に非が認められる場合，
学校に是正の対応を求める立場にある。

〇年間４５日（週１日～２日）
〇弁護士３名
〇対応事案：いじめ，不登校，合理的配慮
〇役割
・いじめ重大事態への対応，いじめ防止対策委員会への参加
・校内いじめ対策会議，校則検討委員会等への出席，指導助言の実施
・学校を訪問し，教職員・児童生徒への人権等に関する講演会の実施

令和５年度〜
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(1)柏市教育委員会スクールロイヤー

小中高等学校
教育委員会
↓
法律相談

教職員向け研修
児童生徒向け
いじめ防止講演

子どもの最善の利益のために・いじめ事案への対応が適切であるか
・児童生徒同士のトラブル対応の助言
・書面や画像データ，音声データの提供について
・虐待事案への対応
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(1)スクールロイヤー活用事例

・いじめ被害及び加害保護者，学校管理職，市教委が参加し面談を実施。
その音声記録を面談後に提供依頼があり提供してよいか，SLに相談。

・いじめにより、心療内科に通院することになった。費用が高額になっ
てきている。誰が負担してくれるのか，との問いが被害側保護者より
訴えとして出たときの対処法について，SLに相談。

・いじめ被害側弁護士から市教委、学校長へ申入書が提出され，回答した。
その回答書に対して質問があった。

①回答書にて回答すべきか。（先方弁護士からは書面でほしいと要望あり）
②作成した内容についての指導助言
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いじめ未然防止（脱傍観者）・早期発見・再発防止

(２)啓発授業の実施

①いじめ防止授業

SNSトラブルの増加に伴い，授業依頼が増加
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②情報モラル教育啓発講演（柏市少年補導センター）

対象：
市内小中高等学校
（児童生徒・教職員・保護者）

内容：
一人一台端末（PC）やスマートフォンの扱い
インターネット，SNSの危険性
オンラインゲーム利用時のトラブル事例と正し
い使い方について
ネットいじめ 等

・ネットいじめ・SNSトラブル・被害の未然防止
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③SOSの出し方教育（脱いじめ傍観者教育）

・中学校１年生対象
・オンライン形式・出前授業形式
・『STANDBY』アプリの紹介

一人で悩みを抱え込まず、早めに報告・連絡・相談を

できるようになることを目指したプログラム

◎いじめを許容しない雰囲気の醸成
〇早期発見 〇抑止力
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③SOSの出し方教育 『つらいとき どうする？』
【柏市 福祉政策課】自殺予防対策コーディネーター

講師 悠々ホルン氏（シンガーソングライター）

教職員向け
SOSの受け止め方研修

生徒向け
SOSの出し方研修
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匿名で報告・相談ができるもの
（一人一台端末・スマホ・PC・タブレット等）

(３)報告・相談プラットフォーム『STANDBY』

小学校 ５・６年生
中学校 １年生～３年生
高等学校 １年生～３年生

対象
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『 STANDBY 』対応の流れ 令和６年度～相談業務委託

児童生徒

柏市教育委員会

相談窓口
（心理の専門家）

匿名報告・相談

お知らせ・一斉送信

各種専門機関

連
携

各学校

連
携

連携
匿名チャット

緊急時は直接電話

対応時間帯の拡大

平日 8:00-22:00

休日17:00-22:00

柏市いじめ防止基本方改訂の基本理念

「子供がいじめを苦に自らその尊い命を絶つ
ような事態は何としても防がなくてはならない」

いじめられた生徒が
「誰にも相談できない」状況の

セーフティーネット
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一人一台端末の「学習メニュー」にリンクを表示

⇒対象全児童生徒が使える環境へ
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『STANDBY』相談状況（令和６年度）

相談件数 １５２５ 件
小5：611件 小6：365件 中1：324件 中2：106件 中3：108件 高校：11件

R４年度 R５年度 R６年度

１．本人のいじめについて １９ １５ ７１

２．本人以外のいじめについて ８ ２ ２３

３．部活動について １９ １０ ３１

４．ネットトラブルについて ４ ９ １

５．教員の指導について ３８ ４２ １６２

６．家庭や生活について ６７ ５５ １８４

７．学習について ２４ １６ ６５

８．学校生活について ４４ ２９ １３８

９．友人関係 ６２ １０６ ５３２

１０．身体的なことについて １１ ２１ ２１２

１１．その他の相談について ９５ ２５ １０６

合計(件) ３９１ ３３０ １５２５

・件数の極端な増加については，
オンタイムでの相談中に，児童生
徒が何らかの要因で相談を中断し
た場合，また新たな相談として受
付けた。

・令和６年度から小学５年生にま
で対象の範囲を広げた。
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令和６年度 相談活動受付状況（少年補導センター）

相談種別 相談件数 相談内容で多かったもの

少年相談

１２６件
小学生１件
中学生１７件
高校生０件
保護者４６件
学校５２件
他１０件

性１４件
問合せ１４件
不良交友・交友１２件
※いじめ２件

やまびこ
電話柏相談

１５８件
小学生３件
中学生３７件
高校生７４件
大学生０件
専門学生０件
有・無職少年等５件
保護者３０件
成人・その他９件

性８５件
家庭・親子関係８件
子育て・しつけ７件
※いじめ２件



33

(４)中学生によるいじめ防止サミット

いじめ防止啓発月間（１２月）に向けた取り組みとして，

市立各中学校生徒代表がいじめ防止について主体的に考え・各校で啓発

令和７年度 平日開催を予定

日時：令和７年１１月７日（金）１４：００

令和６年度の様子 講師：企業教育研究会 市野敬介氏
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(５)「チーム」での指導体制の充実

担任一人で抱え込まない → チームで対応
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(６)「ストップ！いじめ」リーフレットの配付

⇒ いじめ未然防止と早期発見
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「ホウレンソウカード」（しおりタイプ）
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(７)個別支援教員（生徒指導・不登校支援）

個別支援教員（生徒指導・不登校支援）

令和4年度より市立全中学校へ配置

⇒別室登校への対応の強化

令和５年３月 文部科学省
COCOLOプランより
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スクールカウンセラー

⇒各学校で効果的に活用することを促す

令和4年度より市立小中学校へ全校配置

スクールソーシャルワーカー

令和５年度より市立中学校区へ配置

⇒各学校で効果的に活用することを促す

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
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(８)協議会・研修

生徒指導主任連絡協議会

人権教育担当者研修（R７予定）

テーマ：警察・SSW・民生委員児童委員との連携

テーマ：こどものウェルビーイングのために
講師 柏市こども相談センター 杉本 祥子 氏
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(9)いじめ重大事態への対応
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事例検討

学校がどう対応していれば，重大ないじめ事案にならなかったか。

・児童Aの通学帽に「しね」との落書き。名札がトイレの便器に入れられ
ていた。

・A保護者は加害者の特定を望んでいる。

・Aは，いじめが解決しない影響から欠席が増え，不登校となり，いじ
め重大事態２号事案として調査をした。

・本事案発生後，担任がいじめの事実の周知と学級指導。学年全体にも
Aの名前は伏せていじめ事実を周知し，学年指導。当該学年全員を対
象にアンケート調査を実施するも加害児童を特定することはできず。

・調査の中で本事案発生前にも，Aに対する悪口等のいじめ行為が確認
された。Aは卒業まで不登校となり，中学校は友達のいない学区外の
市立中学に進学した。
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事例検討

関係機関とどう連携すれば，重大ないじめ事案にならなかったか。

・女子生徒Aと男子生徒Ｂが交際中，生徒Ｂが生徒Ａの裸の写真を撮影し
スマホに画像を保存。別れた後，男子生徒Ａがその画像を友人Ｃに送
信。その後，その画像が級友約２０名に拡散されたことが判明。

・生徒Aが，画像拡散により心理的苦痛受けたとしていじめ被害を訴え
た。次第に欠席が増え，不登校となり，その後転校。いじめ重大事態
１・２号事案として調査をした。

・女子生徒Ａ保護者が，学校に拡散を止めるよう要望。学校は，どこま
で画像が拡散されているか調査開始。拡散図を作成し，一人一人「削
除依頼及び拡散しないことを指示」

・生徒B及びC他関係生徒については，卒業まで同中学で生活し卒業した。


